
令和5年6月15日受付 宇都宮管理事務所管内協議用資料作成業務

No. 質問箇所 質問事項 質問回答

1 特記仕様書2-2
現地踏査

踏査は2名体制と記載されております。附帯工設計　現地踏査の歩掛にあります、「技
師Ａ、技師Ｂ　各1名」と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。

特記仕様書2-1、2-2に示す通り、協議用資料作成及び技術検討資料作成のについて
は、付帯工設計の現地踏査を適用するものとし、「技師Ａ、技師Ｂ　各1名」を想定してい
ます。

2 特記仕様書2-3-3
打合せ

標準編成　担当技術者　1名と記載がありますが、技術者区分は「技師Ｂ」で想定されて
いますでしょうか。
また、標準時間が「2時間」とありますが、1日の就業時間8時間の2時間として、人工換
算0.25人工と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

3 特記仕様書2-4-3
打合せ

項目に記載されております「技術検討資料作成　打合せ」ですが、金抜設計書に項目が
ございません。
当初契約では費用を計上されてないのでしょうか。又は項目漏れで金抜設計書の差替
えになるのでしょうか。
費用を計上された場合、標準編成の担当技術者の設計区分は「技師Ｂ」で想定されて
おりますでしょうか。
また、標準時間が「2時間」とありますが、1日の就業時間8時間の2時間として、人工換
算0.25人工と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

4 金抜設計書
交通費・日当・宿泊費

特記仕様書2-2　現地踏査に「車両」にて移動、調査期間10日とあります。移動は高速
道路の利用を考えておりますでしょうか。
本業務での積算基地は都庁（新宿）と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。

現地踏査における移動及び積算基地については、御社の業務計画に基づき、お考えく
ださい。
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